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日本ポピュラー音楽学会第 35 回大会報告 

日時：2024 年 11 月 30 日・12 月 1 日 

於：和光大学 

 

第 36 回大会報告 

シンポジウム 

報告：川本聡胤 

 

AI とポピュラー音楽 ～現状とこれから～ 

登壇者： 

 遠藤薫（学習院大学） 

 大谷紀子（東京都市大学) 

 徳井直生（Qosmo/Neutone, 滋賀大学） 

 中村栄太（九州大学） 

司会：増田聡（大阪公立大学) 

 

AI(Artificial Intelligence、人工知能)という

言葉が世に出回るようになってから、半世紀以上が

経過した。近年では、ディープラーニング技術の急

激な進歩とともに、文章作成、画像制作、それに楽

曲制作などの場面に至るまで、AI 技術が浸透する

ようになった。特にポピュラー音楽の分野における

AIの影響力は、見逃し難い。  

なかでも着目すべきなのが、ポピュラー音楽のた

めに相次いで開発されてきた AI 作曲ツールであ

る。Jukedeck、Suno AI などをはじめとして、数多

くの AI 作曲ツールが開発され、民間のアマチュア

音楽家の間で広範に普及しているだけではなく、プ

ロの音楽家やアーティストの間でも普及するよう

になってきた。 

そこまで AI 作曲ツールが普及した背景には、こ

れらの最近のツールの機能が日々進化しており、か

つての AI 作曲ツールに比べて、格段に表現の幅も

広がってきたという事実がある。いわゆるパターン

化された進行やリズムなどの多くを簡単に引き出

すことができるだけではなく、そうしたパターンに

ははまらない独創的なものも自動で作り出してく

れるという。そうした状況を受けて、AIは従来の作

曲家の代わりになるのではないか、そして今後の音

楽業界、ひいては音楽文化も全体として大きく変え

ていくのではないか、といった議論が、昨今では高

まってきているのである。  

しかしながら、実際のところはどうなのだろうか。

AI は現在、どこまで進んでいて、今後どこまで進む

のだろうか。またその進歩によって、どういう分野

にどのような影響がもたらされていくのか、さまざ

まな疑問がわくだろう。  

例えば作曲家の仕事は今後なくなっていく、と言

われることがあるが、AI はどこまで作曲家の代わ

りをできるのだろうか。AI が肩代わりできるのは、

作曲家の仕事のうちのどの部分なのだろうか。コー

ド進行を選ぶことだろうか。リズムパターンを決め

ることだろうか。歌詞を決めることだろうか。旋律

を生成することだろうか。音色を選ぶことだろうか。

編曲についてはどうだろうか。また AI は既存の音

楽に似たようなものしか作れないのだろうか。それ

ともこれまでになかった全く新しい音楽を創造し

ていくことができるのだろうか。 

音楽産業や音楽ビジネスは AI 作曲ツールによ

りどう変化していくだろうか。作曲や編曲のあり方

が大きく変わって、それにともない著作権のことも

大きく変わってくれば、音楽を巡る金銭の流れが大

きく変わってくるのは必至だろう。そして音楽の生

産や流通のあり方も今後はがらりと変化していく

可能性があるのではないだろうか。  

より大きな視点での影響を考えたとき、AI が音

楽にもたらす影響のありかたは、洋の東⻄間で何ら

かの違いはあるのだろうか。また AI をロボットの

発展史上に位置づけるとき、それは文明の歴史にお

いて人間社会をどのように変えてきて、今後どのよ

うに変えていこうとしているのだろうか。人間は自

動制御系技術と一体化して今後ますますサイボー

グ化していくという議論は以前より存在している

が、そうした大きな流れの中でこの AI というもの

はどのように理解すべきなのだろうか。  

上記のような様々な疑問を念頭に置きつつ、本シ

ンポジウムは企画された。司会は本学会会長で、た

またま数ヶ月前に他の学会でも AI に関するシンポ

ジウムに参加したばかりで AI に対する非常に高い

関心をもつという増田聡が行った。AI作曲に関連す

るさまざまな分野からパネリストに登壇していた

だき、それぞれから以下の通り報告があった。 

登壇者の一人目であり、音楽 AI 技術や音楽文化

進化の研究者である中村栄太は、AIがクラシック音
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楽よりもポピュラー音楽で活用されてきているこ

とを指摘したうえで、AIのデータ学習能力やユーザ

とのインタラクティビティは長所ではあるものの、

データはまだ偏りがありインタラクションもまだ

発展途上であることから文化の多様性が減衰する

可能性も否めないという。もちろん、今後はそれを

乗り越えられるシステムができればむしろ文化発

展を加速できるが、そもそも文化発展とはどういう

ものなのか、何をもって文化が発展したとみなすの

かという点も議論すべきという。例えば、時代とと

もに音楽が変化していく必要があるのか、ヒット曲

は模倣されるべきなのかなどである。さらに、そも

そも創作だけではなく消費の面からも文化の発展

を捉えていく必要があるとし、多岐にわたる視点か

ら考察する必要を訴えた。 

二人目の登壇者は、AI 研究者であり日本 AI 音楽

学会副会⻑でもある大谷紀子である。大谷は、進化

計算や遺伝的アルゴリズムなどの専門家としての

立場から、AIによる自動作曲に携わり、その過程で、

特定の個人が満足する音楽を作るという、最近の AI

活用方法の１つに着目しているという。AIによる作

曲作品が、万人受けする音楽になっているかどうか

という視点で、どうしても評価されがちであり、そ

のためそのような方向性をもつ楽曲が AI により生

成されがちかもしれないが、実際にはアーティスト

が自分では思いつかないと感じるメロディーも作

られているという。また大谷自身が手掛ける「歯磨

きの歌」などのように、特定の限られた用途や機会

に供する音楽も AI で生成する研究が進んでおり、

今後の AI 作曲が多方面で発展していく可能性が示

された。 

AI アーティストであり研究者でもある徳井直生

は、３人目の登壇者として、想像力の枠を超えたと

ころにリーチする方法を今後は考察すべきと論じ

る。例としてかつてレジャレン・ヒラーがコンピュ

ータで作曲した「イリアック組曲」を挙げつつ、「AI

による音楽生成」というのは「もっともらしさを再

生産するしくみ」に過ぎないという。それは作曲行

為というよりは、音楽をわれわれがどう聴取し消費

してきたか、またどう聴取・消費させたいかを規定

する新たな形態にすぎないという。今後の発展は、

かつてターンテーブルを誤用したことがヒップホ

ップという新しい音楽を想像したように、誤用可能

な AI ツールをつくれるかにかかっていると指摘す

る。 

最後の登壇者である遠藤薫は、ロボットや AI 全

般について社会学的、文明論的視点から研究を続け

てきている。遠藤は、AIを「世界を再生産しようと

いう欲望」と捉えるならば、それは古代ギリシャの

機械仕掛けの神以来、形を変えつつ今に至るまで受

け継がれてきたと指摘する。AI音楽は既存の音楽デ

ータに基づいて作曲されることから、低品質の音楽

の粗製濫造と言われることもあるが、かつてプラト

ンはそもそも芸術をミメーシス（模倣）といった。

アドルノは複製技術を批判したが、ベンヤミンは逆

にそれを擁護した。何をもって真正な作品とみなす

かについて見解が分かれるし、また機械を敵とみな

すか味方とみなすかについても洋の東西で見解が

わかれる。４０億年前に地上に生命が誕生したとき、

人もモノもすべて一体だったが、今、人類は機械と

共生すべきなのか、対立するべきなのか、考えるべ

きという。 

以上のパネリストそれぞれの発表は、とても内容

が濃く、また多岐にわたっていて、参加者の多くが、

新たな知見を得ただけではなく、深く考えを巡らせ

るヒントを得たのではないだろうか。司会の増田に

よる、身近なエピソードをまじえたわかりやすいま

とめも、参加者にとっては大いに助かったようであ

る。一点だけ残念だったのは、事前準備の段階で時

間配分を厳密に決められなかったため（これはコー

ディネートにあたっていた報告者の責任である）、

フロアからは多くの質問を受け付けられなかった

ことである。とはいえ、内容が最新のトピックであ

ることや、議論の深さと広さからして、報告者自信

を含めた参加者の多くが咀嚼に時間がかかってい

たこともあり、大勢が挙手したわけではなかったこ

とも、むしろ肯定的に捉えてよいことと感じた。AI

作曲というものがここまで進んできている以上、今

後どこへ向かっていくのかについて、われわれ一人

ひとりが、自らの専門の立場から、改めて深く考え

ていかなければならないと考えさせられた、大変有

意義なシンポジウムであった。 
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第 36 回大会報告 

ワークショップ A 

報告：宮島亮 

 

音楽を競い合うこと———コンクール文化から考え

る 

発表者:  

小塩さとみ（宮城教育大学） 

垣沼絢子（立命館大学） 

澤田聖也（東京藝術大学） 

神保夏子（東京大学） 

宮入恭平（立教大学／コーディネーター） 

吉光正絵（長崎県立大学） 

討論者: 野澤豊一（富山大学） 

 

本ワークショップは、2024 年 1月刊行の『コンク

ール文化論——競技としての芸術・表現活動を問う』

(宮入恭平・増野亜子・神保夏子・小塩さとみ編著、

⻘弓社)において提起された「なぜ人びとは芸術や

パフォーマンスで競い合うのか」という問いについ

て、ポピュラー音楽から⺠族音楽やクラシック音楽

にいたるまで、分野を超えた視座から議論が展開さ

れることを企図したものである。  

コーディネーター・司会を務めた宮入氏は、まず

自らが編著者でもある同書を紹介しつつ、本ワーク

ショップの趣旨について、数値化し難い様々な分野

のパフォーミングアーツを、コンクールという枠組

みで多様な視座から議論が進められればと説明し

た。続く発表者の 5名は本書の執筆者であり、各氏

が取り扱う題材はまさに宮入氏が提示した多分野

横断的な視座を反映したラインナップである。この

本書の概要については、続く小塩氏と神保氏（とも

に編著者でもある）による発表に詳しい。  

まず小塩氏は、本書の出版に至るまでの背景を説

明した。その発端は 2019 年の日本音楽学会東日本

支部例会でのシンポジウム（於：宮城教育大学）で

あり、異分野を横断し議論できるトピックを探索し

た結果として「音楽を競技する：コンクールを考え

る」が設定された。その後いくつかの研究会を経て

書籍化に至ったわけだが、本書や本ワークショップ

において異分野横断的な視座が強調されるのはこ

ういった文脈で本題が俎上に上がり議論されてき

たことによる。  

続いて神保氏は、本書の中心概念であるコンクー

ルという用語のルーツや実践を巡る議論を述べつ

つ、本書における当該用語の定義を「競い合うため

の固有な制度を備えた上演の場」（序章、P.13）と明

示した。また編者として、本書においては領域横断

的な対話を目指していることを強調した。執筆者が

提示する多種多様な事例や状況、立場から見出され

るコンクールの多面性を照射することにより、人間

の営みとしての競い合うことの共通性や、一方で

個々の事例特有の問題点が浮かび上がってくるこ

と、そしてそれらの面白さに着目することが重要で

あるとした。  

続く 3名の発表者は、異なるテーマについて本書

の章執筆を行っている。まず吉光氏の発表は、「オー

ディション番組の生存と越境」と題し、韓国のオー

ディション番組におけるコンクール的な競争の見

せ方や仕組みを議論した。吉光氏によれば、韓国シ

ーンは海外を見据えて実力重視の方針で成長を遂

げたという特徴があるが、オーディション番組を通

した熾烈な生存競争が背景にある。注視すべきはそ

の競争に直接関与する視聴者の存在である。欧米の

影響から、選出の民主化を目的に審査過程では透明

性や公平性が重要視されていたが、結果として視聴

者が強くなり過ぎてしまい主張や要求が過激化し

たことが問題視されている。また日本においては、

近年オーディション番組が乱立するなど韓国から

の影響が顕著である一方で、求められるアイドル像

や審査過程が韓国とは異なる。例えば、視聴者投票

を行わない、プロデューサーが前面に立ち成長過程

を見せていく等、いくつかの事例が報告された。  

続いて垣沼氏の発表「対戦競技化するダンススポ

ーツ」では、2024 年パリオリンピックで競技種目と

なったブレイキンのように、スポーツ化するダンス

を競技の観点から考察した。ブレイキンや Dリーグ

のようなバトル形式の競技化されたダンスについ

て、とりわけ近年では、その審査は相対評価が志向

される傾向にあると垣沼氏は指摘した。それは、絶

対評価を攪乱し価値基準を一元化させない仕組み

として機能しており、即興的なコミュニケーション

と表現力が重視される。音楽表現が評価対象となる
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アーティスティックスポーツの枠組みで捉えると

これらダンススポーツは採点競技に分類されるが、

この相対評価への傾向は対戦競技への回帰を意味

するのではないかと垣沼氏は考察した。さらに垣沼

氏はその是非を今後の論点としている。  

最後の発表者である澤田氏は、ハワイにおける沖

縄系の古典芸能コンクールを題材とし、ハワイの沖

縄系人がコンクールを通してどのように自己の沖

縄的アイデンティティを構築していくのか、コンク

ールへの参与観察を踏まえて検討した。澤田氏自身

は沖縄にルーツを持つものの、コンクール参加によ

るアイデンティティへの影響は自覚されなかった。

しかしながら参与観察を通して、音楽未経験者にと

っては参加に伴う多くの苦労や負担を乗り越える

ことで、沖縄人であることの実感や自己の立ち位置

の認識といった参加の意味を抱く契機となりうる

ことを見出している。また、コンクール経験が沖縄

性を強化するとともに、固定概念化されていた既存

の沖縄性との相違に気がつく契機にもなりうるこ

とを澤田氏は指摘した。  

次に、本書執筆者 5名による発表を受けて、討論

者の野澤氏から総評が述べられた。野澤氏はクリス

トファー・スモール『ミュージッキング』の翻訳者

でもあり、ミュージッキング論のベースとなったベ

イトソンの理論を参照しつつ、所感および疑問点が

提起された。野澤氏は、ミュージッキングすべてを

客体化することへの違和感から、人間の間に生起す

る関係や相互作用に注目する。また加えて、ベイト

ソンがいう「自然」の概念に対比して、コンクール

が人工的な空間となっているのではないかという

点も指摘した。以上のような論点をふまえ、最後に

発表者に対して以下の疑問を投げかけた：権力の問

題をどう捉えるか？パフォーマンスの「正解」とは

何か？ミュージッキングへ向かうモチベーション

の問題があるのでは？競争性を変容させようとい

う創発の場が形骸化する可能性はないか？コンペ

ティションに纏わる多様な物語から選択される際

に恣意性が含まれるのではないか？  

これに対し、宮入氏を含めた発表者兼執筆者の 6

名が簡潔にコメントを述べた。まず宮入氏は、自身

はコンクールを批判的に捉えているが、様々に評価

できる対象であるため、ベイトソンを参考に再考し

たいと述べた。小塩氏は、野澤氏の疑問点に共感し

つつ、とりわけ創発の場の形骸化について、コンク

ールが儀礼化している側面があることに同意した。

神保氏は、スモールの議論にある広いミュージッキ

ングをコンテンツとして可視化させていく現象が

近年起きていると述べた。吉光氏は、自身の論考で

はグローバルなメディア生態系の組み変わりとし

て、人の相互作用を見ているということが野澤氏か

ら思い起こされたと述べた。垣沼氏は、形骸化の可

能性はあるが、一方で新たな芸術の場となる可能性

があり、それがコンクールの枠組みの中で見られる

ようになることもあるのではと論じた。最後に澤田

氏は、権力の存在について、自身が事例とした民謡

コンクールはグレード式で、運営側が意図的に合格

者を出すことで存続を図っている側面があると述

べた。  

以上の報告および討論を受けて、フロアからは以

下の質問があった。まず垣沼氏に対して、対戦形式

は客が見てくれるという発想によるものなのかと

いう質問である。垣沼氏は、ストリートダンスのよ

うにもともと他人とのやり取りから生まれ発展し

たものを舞台芸術化するにあたり対戦形式として

見せるようになったと述べた。続いて、音楽に正解

は な い か も し れ な い が 正 統 性 ・ 真 正 性

（Authenticity）はあるのではないか、そして審査

する側の視点を含む必要があるのでは、という質問

である。神保氏によれば、正統性の問題に関しては、

近年変化してきている。パフォーマンスに絶対的な

正解がないのは当然だが、正解を求める気持ちを持

っているオーディエンスがこの構図を支えている

側面があると述べた。最後に垣沼氏に対し、ストリ

ートダンスは社会的地位の向上のために競技化さ

れてきた文脈があるが、一方で表現が制限される問

題をどう考えるかという質問である。垣沼氏は、ダ

ンサーがどう食べていくかの問題については、一例

として音楽著作権料の一部を広告費として分配す

る案があった。ストリート文化が舞台芸術化を目指

す動向には注視したいと論じた。  
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第 36 回大会報告 

ワークショップ B 

報告：加藤勲 

 

ポピュラー音楽の「深掘り」：楽曲の分析や解説の

今日的なあり方とその教育的意義をめぐって 

発表者: 

川本聡胤（フェリス女学院大学） 

谷口文和（京都精華大学） 

山路敦司（大阪電気通信大学） 

討論者: 高橋美樹（高知大学) 

 

2024 年 11 月 30 日、12 月 31 日に和光大学で開催

された日本ポピュラー音楽学会第 36 回年次大会に

おいて、多様な背景をもつ研究者を登壇者として、

ポピュラー音楽を自由に「深掘り」した成果を発表

する潮流と楽曲分析を用いた教育的意義が議論す

るワークショップが開催された。このワークショッ

プは 2010 年代半ばころから楽曲分析とその解説、

説明、感想、リアクションなどを動画で行ったもの

がネット上に増えてきたことを指摘することに始

まった。この類の映像作品が多数の動画配信者によ

って作成され公開されていることから、楽曲そのも

のへの人々の関心の高まりが表れていると述べた。

音そのもの以外も含まれる音楽という作品の中で、

なぜ音を分析する楽曲分析に関心が集まるのかと

いう疑問に対して議論が展開された。話題を提供し

たフェリス女学院大学の川本会員は、「音楽そのも

のは音だけかもしれないけれども、音が社会の中で

どのように機能するか、あるいは音というものが作

られる背景は何なのか。そういったことを全部含め

て音楽は論じる必要があると思う」と、音楽におけ

る音のみに着目したコンテンツが見落としている

音楽の要素の重要性を説いた。  

楽曲深堀ブームの背景は、1990 年代の欧米におけ

るポピュラー音楽を対象とした音楽学的な楽曲分

析を手法とした研究が増加の発端であるという。こ

の時期にアメリカの音楽学会、アメリカミュージッ

クロジカルソサイティとソサイティフォーミュー

ジックセオリーが設立され、どちらもポピュラー音

楽を対象とした研究グループが発足され書籍も出

版された。この時期には「素人」による楽曲分析し

た作品はほとんど見られなかったと川本会員が纏

めた。映像による楽曲分析の一例として音楽理論の

学会、Society for Music Theory（以下、SMT）に投

稿された、ビデオキャストジャーナルが紹介された。

多様化した研究発表の形式の一例として、SMT がサ

ポートしている動画での研究発表である。この研究

はビートルズ（Beatles）の<アビーロード>のパロデ

ィとして桑田佳祐が発表した<アベーロード>を楽

曲分析対象として、その歌詞の発音とタイミングに

ついて詳細な分析がなされており、学術的論拠に基

づいたものであることを述べた。  

このようにインターネット上に公開されている

楽曲分析というコンテンツには、動画を用いた学術

的な楽曲分析の発表、個人の自由な発想に基づいた

研究成果や、楽曲の感想を「素直に述べる」ものま

で、玉石混合の状態であると川本会員が述べた。  

続いて、楽曲分析の成果やその効果について、京

都精華大学の谷口会員から話題提供が続いた。谷口

会員自身が開講する音楽理論の教育と実践する大

学学部の授業では、自身で楽曲分析した資料を用い

ているという。その授業では、楽曲のコードワーク

や、コードとメロディの関係の理解を促すことに楽

曲分析の教育的意義が認められたと主張した。理由

としてポピュラー音楽を特徴付けるのは、記譜可能

な要素よりも瞬間的に聞いて該当する楽曲を特定

しうる「サウンド」であるとの仮説を述べた。音楽

のジャンルが持つサウンドの特徴というものを、録

音や音響合成技術の視点から分析することで、楽曲

が製作された年代や立場にとらわれない一貫した

理論的対象として理解することが可能であると述

べる。谷口会員の楽曲分析を資料とした理解方法は、

個々のポピュラー音楽の特徴に捕らわれずに、対象

とするポピュラー音楽が商業音楽史の中でどの文

脈に位置づいているかを理解しうると述べる。ジャ

ンルと呼ばれるある一定の特徴を持つとされる楽

曲群動詞の比較が可能となるという話題提供であ

った。  

次に大阪電気通信大学山路会員からの話題提供

へ続いた。谷口会員の話題に続いて山路会員も自身

で行った楽曲分析を資料とした音楽の理解を促す

授業での効果を資料として話題提供をおこなった。

彼の授業では、ポピュラー音楽を製作する上で採用
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されている手法や手順を詳細に紹介する資料を用

いるという。この資料を用いてボーカロイドソフト

を用いた実際の楽曲製作をすることで、ポピュラー

音楽理論の活用可能性でなんの利得があるかを学

生に提示できるという。こうした「学んだ知識の活

用」を、学生にとっての楽曲分析を資料とした受業

履修のモチベーションにしていると述べた。この動

機を基として音楽という表層からは見えない、楽曲

分析、音楽理論、楽曲が生産された社会背景につい

て学ぶきっかけを作ると述べた。また、授業で取り

扱う楽曲は、販売数やダウンロード数など、数字で

その楽曲の「評価」が獲得されたものを対象にする

と述べた。つまり、商業の分野で「成功」したポピ

ュラー音楽を資料としていることが理解できる。こ

うした情報選択と楽曲分析を授業内容で伝えるこ

とで、一定数の学生に「ネットの情報を鵜呑みにし

てしまう」問題が生じるという。インターネット上

に公開されている楽曲分析を基としたコンテンツ

が、学術的な考察を通した成果発表であるのか、そ

れとも個人の自由な発想に基づいた成果であるの

かの判断がつかないと述べた。  

最後の話題提供とワークショップの論点を纏め

て提供したのは高橋美樹会員であった。まず冒頭に、

沖縄ポピュラー音楽の楽曲の特徴について、歌詞が

琉球方言、メロディーが沖縄音階といった独自の特

徴があることを述べた。つづいて、インターネット

に公開されている楽曲分析というコンテンツに対

する学術的成果物と個人の自由な発想に基づいた

発表の差異、大学における音楽教育の実践例につい

てワークショップ内で提言されたことをまとめた。

また、高橋会員もポピュラー音楽の楽曲分析した資

料を用いて大学学部での受業を実践しており、大手

テレビ番組でポピュラー音楽の楽曲分析をネタと

するテレビ番組で採用された楽曲を学術的に深掘

りしなおしたものを資料として授業に用いるとい

う。こうすることで、受講生の興味と学術的質の担

保の両面を達成しているように見受けられた。  

これらの登壇者の話を受けてフロアから、楽曲分

析者が発表する成果物の中に研究者の成果を盗用

したものがあるとの指摘があった。くわえて、「素

人」による学術的考察や議論を無視した非難が、イ

ンターネット上に公開される成果物に含まれてい

るとの指摘があった。近年、ポピュラー音楽の楽曲

分析が様々な立場の人から関心を集めるとともに、

教育現場でも活発に取り入れられていることがワ

ークショップ登壇者の話題提供からも明らかにな

った。特に、音楽の「深掘り」文化の発展により、

オンライン上のコンテンツが楽曲の理解を助ける

成果物として、広くネット動画愛好者に受容されて

いるように感じられる。これらのコンテンツは全て、

個人の意思に基づいて自由に成果物をインターネ

ット上に公開できるという性質の影響下にある。多

様な背景をもつ人々による楽曲分析というコンテ

ンツは、学術研究も自由研究も個人の感想もインタ

ーネット上に併存している状況となっている。それ

らがどのような性質であるかの理解は、コンテンツ

の消費者に委ねられている。こうして、楽曲分析と

いうコンテンツのとりまく環境は、他の研究成果を

とりまく環境と同様の傾向がみられることがこの

ワークショップから理解できた。つまり、楽曲分析

や深掘りは音楽を理解する上で、一つの手法として

広く一般に受け入れられ始めている状態にあると

言って差支えないだろう。楽曲分析は、総合的に扱

うことで新たな教育的価値を生み出し、音楽そのも

のの深い理解につながる可能性がある。本ワークシ

ョップでは、楽曲分析に関する手法が音楽を愛好す

る人々や音楽教育の場においてどのように活用さ

れるべきかを議論する題材として提供され、その実

践例とその結果も紹介された。音楽教育の現場や研

究成果物における楽曲分析の可能性について、さら

なる議論が深まることを期待したい。 

 

 

第 35 回大会報告 

個人研究発表 Aブロック（1） 

 

 

A1.共視聴コンテンツとしてのミュージックビ

デオ ——エピック・ソニー「BEE」を事例に 

柴台弘毅 (埼玉学園大学) 

 

本報告は、日本のレコード会社、エピック・ソニ

ー（現ソニー・ミュージックレーベルズ）が 1984 年

から 1987年にかけて展開していた「EPIC/SONY BACK 
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UP PARTY “BEE”（以下、BEE）」に注目し、これま

での文献調査で明らかになった1984年から1987年

までの「BEE」の開催規模の変化を中心に、当時の具

体的な活動内容を紹介しながら、1980 年代中盤にお

ける邦楽のプロモーション活動において、邦楽のミ

ュージックビデオがテレビを通じた個別視聴では

なく、「会場に集まって鑑賞するもの」として活用さ

れていた事例を確認した。 

エピック・ソニーは 1978 年に設立されたレコー

ド会社で、1980 年代にラッツ&スター、佐野元春、

大江千里、TM NETWORK、渡辺美里、岡村靖幸など、

多くの邦楽アーティストを育てたことで知られて

いる。「BEE」は、こうしたエピック・ソニーの邦楽

アーティストのプロモーション活動の一環として、

全国各地の音楽ファンを組織化しながら展開され

ていた。「BEE」の活動は、音楽雑誌『GB』『Pati-Pati』

への広告出稿、情報誌『BEE FACTORY』や『BEE-

Magazine』の発行、常設店舗「BEE CLUB」の営業、

公認ファンクラブ「BEE Cheering Club」の運営な

ど、多岐にわたった。なかでも、「BEE」の活動の主

軸として位置付けられていたのが、全国のレコード

店やイベント会場で開催されていた「BEE（または

BEE VIDEO）」と呼ばれるビデオコンサートであった。 

本報告では、まず、ミュージックビデオに関する

国内外の先行研究とその傾向について紹介し、とり

わけ 1980 年代の日本におけるミュージックビデオ

を扱った研究の少なさについて言及した。次に、

1980 年代中盤における邦楽作品のミュージックビ

デオを取り巻くメディア環境を確認し、エピック・

ソニーがなぜ「BEE」を立ち上げる必要があったのか

について紹介した。さらに、「BEE」の展開を①拡大

期（1984 年〜1985 年）、②安定期（1986 年〜1987年

前半）、③終焉→分散期（1987 年後半以降）といっ

た 3つの期間に分け、それぞれの時期における特徴

を紹介した。 

最後に、約 3 年で終了した「BEE」の活動を概観す

ることによって、当時は珍しかった邦楽のミュージ

ックビデオを視聴するために、多くの人々がビデオ

コンサート会場へ足を運んでいたこと、「BEE」を通

じてレコード会社スタッフ、レコード販売店、ファ

ンが協力し合い、コミュニティを形成していたこと

など、現在では忘れ去られた音楽文化の一端が浮か

び上がることについて言及した。あわせて、今後の

研究課題として、「BEE」の事例調査を継続し、そこ

から得られた知見を日本におけるミュージックビ

デオ受容史研究に接続することを確認した。 

 

A2.「ニューミュージック」のジャンル性再考 

Drexler Anita (大阪大学・院) 

 

本発表の目的は、1970〜80 年代に隆盛したニュー

ミュージックの「ジャンル性」について再検討する

ことである。言い換えれば、「ニューミュージック」

は本当に「ジャンル」と呼び得るのか、という問い

を考察することを主眼とした。 

日本のポピュラー音楽史を語る際、これまでニュ

ーミュージックの文脈で「ジャンル」という概念が

しばしば用いられてきた（細川1999, Stevens 2008, 

Bourdaghs 2012, Lehtonen 2022 など）。しかし、

従来の主流的な学説とは異なる視点に立ち、ニュー

ミュージックの「無形的」（Mitsui 2022）な状態を

前提にする研究者もいる。 

本発表では、音楽的・言語的・記号的マーカーに

おいて非常に多様性のあるニューミュージックを、

これまで一般的に用いられてきた「ジャンル」では

なく、Taylor（2016）が提唱する「ブランド／ブラ

ンド・ウェーアハウス」（“brand”/“brand 

warehouse”）という概念によって捉えられるので

はないかと主張した。この主張を支えるために、ま

ず Taylor（2016）の「ブランド」論とともに、Fabbri

（1980/81）から Frith（1998）、Negus（1999）、

Holt（2007）、Lena（2012）に至るまで、多様な「ジ

ャンル」論を整理し概観した。 

次に、1977年から 2024 年にかけて発表された「ニ

ューミュージック」を扱う(1)楽譜集および(2)コン

ピレーション LP・カセット・CD に収録された数百

曲を対象に量的分析を行い、媒体によって「ニュー

ミュージック」の定義が異なることを指摘した。そ

の結果、既存のジャンル定義ではこうした状況を説

明しきれないことが明らかになり、前述したジャン

ル定義に依拠してニューミュージックを解釈する

ことの難しさが浮き彫りになった。 

最後に、Taylor が論じる「ブランド」の三つの中

核的特徴（「特色」、「商品への信頼」、「良質」）
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を紹介し、これを前述の楽曲分析結果と照合した。

その結果、従来のジャンル定義では捉えにくいニュ

ーミュージックの側面が、Taylor の「ブランド」概

念によって一貫して整理可能であることが示唆さ

れた。 

本発表の議論は肯定的に受け入れられ、聴衆から

の活発な意見交換が行われた。 

すべての質問を正確に記憶しているわけではな

いが、ニューミュージックとロックとの共通点をた

どる問題に関する問い、情報分析の視点からの今後

の研究に向けた助言、さらにはニューミュージック

とニューファミリーとの関係に関するコメントな

ど、多面的な意見を得て大きな刺激となった。 

 

A3.J ポップ批評に見る 1970〜80 年代ポピュラ

ー音楽シーンの残滓——SMAP の「フュージョン性」

再考 

岸本寿怜（大阪大学・院） 

 

本発表は，1990 年代に生まれた Jポップに，いか

にして1970-80年代の音楽的成果が表出していたの

かという問題関心のもと，主に音楽雑誌の記事を分

析した結果と考察を提示した．事例として，1990 年

代の Jポップでセールス面，印象面で中心的な地位

を得ていた男性アイドルグループ，SMAPの CDアル

バムとその音楽批評を取り扱った． 

まず前提として，1994-98年の SMAP楽曲において

は，フュージョン系ミュージシャンが非常に多く参

加していた．フュージョンは 1970-80 年代にアメリ

カ，そして日本で流行した音楽ジャンルであること

から，J ポップにおける 70-80 年代ポピュラー音楽

シーンの「残滓」という発表者の関心に適う事例で

あると考えた． 

分析の結果として，当時のSMAPの音楽批評では，

前述のフュージョン系ミュージシャンへの言及が

多くみられるのだが，その際 SMAP のメンバーの歌

唱への評価はほぼなかったことがわかった．この理

由として，当時の言説空間に存在した「アイドル楽

曲＝低級な音楽」という認識が影響していると指摘

した．「低級な音楽」であるアイドル楽曲を，シリア

スな音楽批評でとりあげるに足る要素が，フュージ

ョン系ミュージシャンだったのである． 

加えて，SMAP楽曲にフュージョン路線を導入した，

音楽プロデューサーらの語りも紹介した．彼らの語

りから見えてくるのは，フュージョンというジャン

ルを「本物の洋楽」とみなしており，そのような音

楽をリスナーに紹介することと，「低級」なアイドル

楽曲のレベル向上を企図していたことが読み取れ

る．この事実は，モダンジャズに対する傍流とされ

たフュージョンが時代経過とともに「本物性」を獲

得したという，戦後ジャズ史の視点からも興味深い．  

フロアからの反応はいくつか頂いたが，紙幅の都

合上一つを取り上げる．SMAP の音楽的評価は，70-

80 年代のフュージョンの文脈というよりも，むしろ

90 年代のフリーソウルやレア・グルーヴといった流

れに棹差すものだったのではないか，というコメン

トを受けた．繰り返しになるが発表者は 70-80 年代

の音楽的成果が 90 年代の J ポップにいかにして残

存したか，という問題関心のもと報告を行った．そ

のため同時代の音楽的潮流にはほぼ触れなかった

が，当該コメントの内容には概ね同意するし，重要

な論点であると考える．ただし SMAP 楽曲をフュー

ジョン面で評価していた論者は，1960 年前後の生ま

れに集中していた．おそらくフリーソウル，レア・

グルーヴの文脈で SMAP 楽曲を認識していた人々と

は出自が異なる．同じ音楽を評価する論者のバック

グラウンドの違いを含めた，多角的な検討が必要で

あると痛感した． 

来年度の修士論文提出に向け，引き続き同様の分

析を続ける予定である．発表セッション内でコメン

トしていただいた方々，また懇親会等で多くの示唆

的な助言をくださった皆さまに深く感謝したい． 

 

A4. Paul Simon の歌詞にみる（非）政治性——お

蔵入りとなったポリティカル・ソングを検討する  

渡久山幸功 (琉球大学) 

 

本発表では、Paul Simon (1941- )の歌詞の（非）

政治性について考察した。Simon & Garfunkel（以下 

S&Gと表記）のデビューアルバム Wednesday Morning, 

3 A.M.（1964）には、数曲のプロテスト・ソングが

含まれていたが、それは当時のプロデューサーTom 

Wilson（Bob Dylan を発掘した CBS のプロデュ―サ

ー）の影響があると思われ、“Next Dylan” とし
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て売り出す意図があったと思われる 1966 年にシン

グル “The Sound of Silence” が全米 No.1 なっ

て以降、ヒット曲を連発し、S＆G解散後もソロ・ア

ーティストとしても商業的な成功を収めた要因は

歌詞の非政治性である、と説明した。 

しかし、プロテスト・ソングを歌っていた Dylan 

の影響を受けて、ロックンローラーからフォーク・

シンガーに転向した Simon の歌詞には、政治的な

メッセージが巧妙に隠されていること認識するこ

とは重要である、と指摘した。その例として、

“Scarborough Fair/Canticle” （ 反 戦 ） “7 

O’clock News /Silent Night” (60 年代のアメリ

カ社会の混乱) “Mrs. Robinson”（アメリカ政治）

“Why Don’t You Write Me”（ベトナム反戦）に

政治的な見解がさりげなく表明されていることを

説明した。ソロになってからもいくつかの政治的な

曲を発表しており、“Armistice Day”（ベトナム反

戦歌） “Peace Like a River”（アメリカの理念

の欺瞞・幻滅） “American Tune”（ニクソン大統

領弾劾ソング） “The Boy in the Bubble”（南ア

フリカ共和国のアパルトヘイト政策の暴力的な社

会） “Wartime Prayers”（反第 2次湾岸戦争）に

表現されている政治的メッセージを説明した。また、

オリジナル・アルバムに最終的に収録されなかった

４曲、“The Side of a Hill”（反戦） “A Church 

is Burning”（人種差別） “Cuba Si, Nixon No”

（共産主義） “Citizen of The Planet”（非核兵

器）について説明し、全曲がプロテスト・ソングと

いう共通項がある、と結論づけた。Simon の政治的

な歌詞の特徴として、大学で専攻していた英文学の

知識を充分に活かし、高度な文学的な歌詞の中に、

政治的なメッセージをちりばめて、リスナーは最初、

政治的なニュアンスを感知・理解できなくても、何

度も聞いているうちに、隠されたメッセージを発見

することになるのではないか、と彼の歌詞のレトリ

ックの重要性を指摘した。 

最終結論として、Simon は音楽における政治的な

発言の限界を感じていたが、60年代後半の激動のア

メリカ社会で作詞を担当したSimonにとって政治を

完全に無視することはできなかったが、政治的なメ

ッセージを間接的なものにすることで、多くのリス

ナーを獲得できたのではないか、と指摘した。確か

に、歌詞の非政治性は Simon の作品の魅力的な要素

かもしれないが、同時に弱点にもなっており、彼は

プロテスト・ソングの意義を過小評価している、と

指摘した。もし、Simon が政治的な歌を多く発表し

ていれば、彼の歌詞はより正当に、真剣に評価され

ていただろう、と推察した。 

口頭発表後に参加者２名からSimonの政治的メッ

セージを隠すようになった原因に関する質問、アパ

ルヘイト政策下の南アフリカの音楽をモチーフに

したアルバム Graceland（1986）の大論争に関する

質問があった。うまく答えられたか自信はないが、

プロテスト・ソングを忌避する Simon の非政治的な

姿勢に関する重要な質問だったと思う 

 

 

 

第 3 回大会報告 

個人研究発表 Bブロック（1） 

 

 

B1.「丸サ進行」の流行とその実態——「Billboard 

Japan Hot 100 Year End」の分析を通じて 

清水将也 (東京大学・院） 

 

本発表では、2020 年前後の日本のポピュラー音楽

における「丸サ進行」と呼ばれるコード進行の流行

について、2008年から 2023 年の『Billboard Japan 

Hot 100 Year End』にランクインした楽曲を分析し、

その実態を明らかにした。これまで「丸サ進行」の

流行は、YOASOBI『夜に駆ける』や Ado『うっせぇわ』

といった象徴的なヒット曲を例示する形で語られ

ることが多かったが、ヒットチャートのデータに基

づく定量的な検証は不足していた。本発表の分析に

よって、①「丸サ進行」を用いた楽曲が 2018年頃か

らヒットチャートに増加し、2020 年代には安定して

全体の 10%以上を占めるようになったこと、②これ

らの楽曲がヒットチャートの上位にランクインし、

かつ複数年にわたって流行するケースが増加して

いること、③流行前後で主要な音楽ジャンルが変遷

していること、具体的には、2010 年代にはジャズや

R&B などブラックミュージックをルーツとする楽曲

が多かったのに対し、2020 年代にはいわゆる「ボカ
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ロ」系の楽曲が主流になったこと、④2020 年代にお

いて「丸サ進行」を用いた楽曲が、活動歴の浅いア

ーティストにとって「最初かつ最大のヒット曲」と

なるケースが顕著であることなどが確認された。こ

れらの結果から、「丸サ進行」は 2020 年代にヒット

チャートにおいて確実に増加しており、またその広

まりは偶発的でなく、特に新興のアーティストにと

って世間への露出を図る戦略的な要素として機能

していた可能性が示唆された。  

質疑応答では、「丸サ進行」が流行した社会的背景

について質問がなされた。その要因の一つとして、

音楽バラエティ番組『EIGHT JAM（旧 関 JAM 完全燃

SHOW）』において、2020 年前後、本コード進行が繰

り返し取り上げられたことが関係しているのでは

ないかと述べた。これについて質問者からは、「丸サ

進行」の流行には、コード進行そのものの流行と、

その名称の流行という二つの側面が併存している

ことを勘案することが必要であるという指摘をい

ただいた。また「丸サ進行」を用いる音楽ジャンル

の変遷について具体例を問われ、2010 年代後半には

その使用が確認されなかったジャパニーズアイド

ルや『邦ロック』とされるバンド群が、2020 年代に

入ると積極的にこのコード進行を取り入れるよう

になった例を示した。 

なお、学会全体を通じて、「コード進行」をはじめ

とする音楽の専門的な知識が、人々に気軽なものと

して扱われていく昨今の空気感に、多くの参加者が

関心を寄せていた。本発表もまた、2010 年代以降の

音楽考察的な文化の影響を受けて着想を得たもの

といえるが、学術的な立場からこれを検討する以上、

そうした文化を無批判に内面化するのではなく、そ

の功罪を相対化して捉えることが重要であるとい

える。国内のポピュラー音楽研究において、音楽内

的な要素に着目することは、その希少性ゆえに一定

の価値を持つが、同時に、楽理的な知識への気軽な

言及がもたらす影響についても、慎重に考慮する必

要がある。 

 

B2.楽曲の色彩想起における調と楽器編成の影

響の検討 

井樋菜月 (九州大学・院） 

 

本研究はインストルメンタル⾳楽に焦点を当て、

感情媒介説の⽴場から、音楽の主要な構成要素が⾊
彩想起に与える影響の一端を明らかにすることを

⽬的とした。なお、感情媒介説とは「楽曲を聴取し

た際に特定の感情を想起し、その感情から連想され

る⾊彩を想起する」とする説である。本研究では音

楽の主要な構成要素の中でも調と楽器編成を取り

上げたが、これは古くから⾊彩との関連が考えられ

ている調性を、変数として扱いやすい調を⽤いて検

討するため、また楽器編成は楽曲の音色面での印象

を最も決定づけるものであり、同じ旋律でも演奏す

る楽器が変われば全体の音色が変化することから、

誰が聞いても印象が変化しやすいと考えられるた

めである。 

研究⼿順および内容は、①予備調査により実験で

使⽤する原曲を 5 曲選出した。②選出した楽曲を、

5 つの調に移調した編成計 25 刺激、4 つの楽器編

成に変えた編成計 20 刺激に編曲した。③編曲した

楽曲刺激を聴取し、それぞれの⾳源をカラーホイー

ルを⽤いた⾊彩で評価、または形容詞対を⽤いて印

象の評価を行った。④印象評価に⽤いた形容詞をカ

ラーホイールで⾊彩評価させた。⑤実験参加者のう

ち 3 名を対象にインタビュー調査を行い、色彩想

起が過去の⾳楽経験やその他の経験とどのように

結びつくか探った。実験は九州大学芸術工学部・学

府に所属する 35 名に行った。 

この結果、今回の研究の前提である感情媒介説が

成⽴していることが確認された。そして、主要な楽

曲の構成要素のうち調や楽器編成以外の要素が優

位である可能性が⽰唆され、インタビュー調査を経

て「ビート感」や「印象に残る楽器の⾳⾊」である

可能性が示された。また、楽器編成は覚醒度にあた

る感情の想起に影響を与える可能性がある。また、

調の違いは想起される色彩の色相に影響を与える

ことが⽰唆された。一方、楽器編成が想起される色

彩の彩度や明度に影響を与えるかどうかは今回の

実験から検証することが難しかった。 

質疑では、⑴色彩と楽曲の関係を⾒る上でサンプ

ルのバイアスが強いこと、⑵調に関する色彩感の違

いは絶対音感保持者と非保持者で異なる可能性、⑶

楽曲のアーティスト名が色彩想起に与える影響が

挙げられた。⑴については特に、世代によって楽曲
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と色のスキーマが異なることが考えられることや、

そもそも「楽曲が色彩を想起させる」という前提で

の研究となっていることが指摘された。この点は⾃
⾝も改善の余地があると考えており、より世代や⾳
楽経験が異なる属性を対象とした調査が望まれる。

⑵は分析を進める中で絶対⾳感の保持・⾮保持によ

って楽曲の感情評価が異なる可能性が⽰唆された

が、⑴によりデータが乏しく、検討の余地が⼤きい。

⑶についてはあらかじめアーティストの影響を避

けるために事前にアーティスト名を開⽰せず、編曲

も自分の手で行ったことにより解消できたと考え

られる。 

 

B3.漫画を原作としたアニメーション作品にお

ける聴覚化の特徴 

宮津聴大  (九州大学・院) 

 

現代⽇本のアニメーション作品の多くは、別メデ

ィアの物語作品(以降、原作と呼ぶ)に基づいて制作

されている。原作の多くが漫画作品であるが、漫画

からアニメーションへの移⾏には、物語に新たに⾳
情報を付与する聴覚化の過程が含まれており、ここ

に制作陣の創意⼯夫が反映されていると予想され

る。本研究では、⽇本のアニメーション作品とその

原作漫画との⽐較分析を通して、この⼯夫の⼀端を

明らかにすることを⽬的とする。⽅法は、作品分析、

制作陣へのインタビュー調査、視聴による作品印象

調査の 3 つをとった。 

対象作品として、2023 年に放送され、漫画作品を

原作とする『⻤滅の刃 ⼑鍛冶の⾥編』『スキップと

ローファー』『君は放課後インソムニア』の 3 作品

を挙げた。これらの初回あるいは最終回の放送分に

対して、⾳楽や効果⾳の特徴、台詞や描き⽂字(漫画

内に描かれる擬⾳)などについて原作漫画との対応

を分析した。その結果、アニメーション内の⾳楽は

キャラクターの感情をまとめ上げ、視聴者の理解を

促進していること、描き⽂字など原作内の視覚的な

要素が、サウンドの制作に影響を与えていることが

推測された。 

これらの推論を検証するため、制作陣(作曲家、⾳
響効果技師、⾳響監督、監督)計 7 ⼈に対しインタ

ビュー調査を⾏った。結果、制作現場では作品全体

の雰囲気やキャラクターの感情が⾮常に強く意識

されていること、逆に漫画内の視覚的な表現は聴覚

化の際にあまり意識されていないことが分かった。 

以上の結果を踏まえ、視聴者が実際に作品からど

のような印象を得ているのか把握するために、作品

を視聴させ、その印象などについて回答させる調査

を⾏った。結果、参加者はアニメーション内の⾳楽

から物語の世界観や雰囲気を強く受容しており、⾳
楽的な特徴と原作漫画の間に調和を感じているこ

とがわかった。また、⾳声情報(声優による演技)は

キャラクターの感情表現に強く影響していること、

サウンドは受容に個⼈差がありその効果を一意に

述べることは難しいものの、作品の魅⼒や⼈物の感

情受容に影響を及ぼしていることが推測された。 

質疑では、⾳楽、サウンド、⾳声情報という 3 つ

の間で受容のされやすさ(印象の残りやすさ)に差

はあるのかという意⾒や、サウンドが表現するモノ

が現実に存在するか否かでその受容も異なってお

り、別途の議論が必要なのでないかという指摘が挙

がった。前者について、今回の調査でサウンドの受

容に個⼈差が現れたように、聴覚情報はそれぞれの

特性や、あるいは使⽤場⾯、使⽤頻度などによって

も、受容に差が⽣じることが予想される。後者につ

いて、⾮実在のモノを表現するアニメーション特有

のサウンドは、物語の世界観やキャラクターの描写

に大きな影響を与える可能性が⾼い。この観点から

は、アニメーションというメディアにおけるサウン

ドの独⾃性について議論できる可能性があるため、

今後の課題として、さらなる調査を進めていきたい。 

 

B4.Genreの社会的軌道と戦略——KPOPのジャンル

「Easy Listening」の計算社会科学的ケーススタ

ディ 

山内信明 (東京大学・院） 

 

本研究は、音楽ジャンルを「音響的に自然に分か

れる分類」とみなす通念を批判的に再考し、Fabbri

（1982）の社会的に認められた一連の規則（rules）

の音楽的出来事であるという概念を準拠点にして、

ジャンルが実際には生産・流通・消費の過程で交錯

する社会的力学の中で構築される文化的境界であ

ることを示す。対象は韓国発のポピュラー音楽 K-
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POP とりわけ 2022 年にデビューしたガールズグ

ループ NewJeans であり、彼女たちが提示した

〈Easy Listening〉スタイルが、従来主流だった

〈Girls Crush〉をどのように凌駕し、K-POP 内部

のサブジャンルの地図を書き換えつつあるかを検

証する。研究目的は第一に Easy Listening の音楽

的・社会的特徴を記述し、第二にその台頭がジャン

ル内の支配的サブジャンルを転換させたのかを確

かめることである。 

理論的基盤として採用するのは、Lena & Peterson

（2008）および Lena（2012）が提唱した「社会的軌

道（Social Trajectory）」論である。同枠組みは、

ジャンルがアヴァンギャルド、シーンベース、イン

ダストリーベース、トラディショナリストという四

つの理想型的段階を組み合わせながら発展する過

程を、三種の典型的な軌道として整理する。本稿で

は K-POP を「ジャンル」、その内部で競合する

〈Girls Crush〉や〈Easy Listening〉を「サブジャ

ンル」と捉え、サブジャンル間の闘争を文化生産の

ダイナミクスとして位置づける。 

データは Billboard Japan Hot 100 に 2019 年

から 2023 年までにランクインした K-POP 楽曲 

403 曲であり、Spotify API から取得した十一の音

響特徴量を主成分分析にかけ、K-means 法で四つの

クラスターを抽出した。さらに半期ごとに特徴量の

平均ベクトルを作成し、コサイン類似度を用いて時

系列変化を可視化した。質的側面では、プロデュー

サーや業界関係者へのインタビュー記事を精読し

て戦略的言説を抽出し、量的分析と照合した。 

結果によれば、K-POP 全体の重心は 2019年から 

23 年にかけて「高テンポ・高エネルギー」から「テ

ンポ抑制・ダンサブル・短尺」へと着実に移動して

いたが、その変化は 2022 年後半に急加速した

（NewJeans が属するクラスター 0 と 3 の出現比

率は 2022 年下半期以降急伸し、Girls Crush 的特

徴をもつクラスター 2 は急減した。NewJeans の特

徴ベクトルと他期の平均ベクトルとの類似度は 

2022 年後半を境に跳ね上がり、逆に Girls Crush 

の代表ベクトルとの類似度は急落した）。これらは

支配的サブジャンルが Girls Crush から Easy 

Listening へ交代しつつあることを示唆している。 

本研究の貢献は三点ある。第一に、ポピュラー音

楽研究に散見される「ジャンルの正史的記述」を超

え、文化社会学の一般化枠組みと統合してサブジャ

ンル間競合を理論的に位置づけた点である。そして

第二に、Spotify の音響データを用いた計量的な実

証方法により、ジャンル転換を可視化した点である。

もっとも、本稿の限界としては、データが 

Billboard Japan Hot 100 に限定されているためイ

ンディーズや非チャート曲を含まないこと、Lena 

モデルが北米起源で東アジアのアイドル産業にそ

のまま適用できるか検証が必要なことが挙げられ

る。 

質疑では、計量的なデータを用いた分析について

様々に質問が飛び、従来質的な研究が主流であった

ポピュラー音楽研究や文化社会学に対してより計

量的なデータを用いた実証的研究への関心が育っ

ていることが伺えた。また実証的な分析には生成 AI

を用いた研究の方向も可能なので野心的に取り組

んでいきたい。 

 

 

 

第 36 回大会報告 

個人研究発表 Cブロック（1） 

 

 

C1.ポストコロナの音楽ベニュー——郊外の小規

模ライブハウスのインタビュー調査を事例に 

太田健二（甲南女子大学） 

 

2023 年 5 月に新型コロナウイルス感染症が 5 類

感染症に移行してから１年半程度経過したが、ライ

ブ・エンタテインメントは急速に回復しているよう

に見える。ぴあ総研の『2023 ライブ・エンタテイン

メント白書』によれば、すでに 2022 年には、コロナ

禍前 2019 年における過去最高水準の市場規模の 9

割、動員数も 8 割まで回復していることがわかる。

しかし「市場回復を牽引しているのは集客力のある

大規模イベントが主力」であり、収容定員 300 人未

満の会場では、市場規模は2022年に2019年の半分、

動員数は 4 割弱しか回復していない。本報告では、

継続的に調査をしている郊外の小規模ライブハウ

スを事例に、アメリカの法学者ローレンス・レッシ
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グの「コモンズ」の考え方を分析の視点にして、ポ

ストコロナの音楽ベニューの変化についての考察

を発表した。 

レッシグの著作『CODE』などによれば、コモンズ

とは「共有のもの」として保有されているリソース

と定義され、能動的オーディエンスもイベント開催

可能な音楽ベニューは、こうしたコモンズとしての

側面を持つと考えられる。ただコモンズは「多数の

人々」にとって「フリー」であるものの、法や規範、

市場、そしてアーキテクチャという四つのモードに

よって規制されるという。なかでも、いちばん強大

な力を有するのが法である。 

コロナ禍の緊急事態宣言下において、音楽ベニュ

ーはイベント開催制限、感染防止対策の実施などを

要請されてきたが、それらは新型インフルエンザ等

特別措置法に基づいたものだった。またコロナ禍初

期、音楽ベニューからクラスターが発生したことが

明るみに出ると、感染リスクが高い場としてネガテ

ィブなレッテル「スティグマ」が刻印された。 

コロナ 5類移行により、イベント開催制限解除後、

アーキテクチャ（感染防止対策のための設備や空間

構成）の急速な原状回復が進み、参加者のマスク着

用率も減少していった。その一方で、基礎疾患を持

つ人や高齢者などにとっては、未だに感染リスクが

高い場というスティグマが残っており、規範の面で

の分断が顕著となった。同時に、出演者側にもコロ

ナ禍によって、年代を超えた「数珠つなぎ」的なつ

ながりが希薄化したことが指摘できる。 

市場の面では、雇用調整助成金の終了や「ゼロゼ

ロ融資」（コロナ禍で売上が減少した個人事業主や

企業に対し、金融機関が実質無利子・無担保で融資）

の返済開始時期など、2024 年前後に集中し、中小規

模の音楽ベニユーの経営悪化と人材不足は深刻化

している。 

これに対するベニュー側の取り組みとして、次の

ような試みも挙げた。出演者の「数珠つなぎ」的な

つながりや、出演者と音楽ベニューをつながりを再

構築するために、店長自ら料理をふるまう「中打ち」

を続けていること。また、音楽ベニューとオーディ

エンスとの関係を再構築するために、店長自ら接客

をおこなうこと。フロアからも、所在地域の差、学

校クラブ活動との関係、ノルマ制の限界などについ

てコメントがあったが、繁華街にあるようなベニュ

ーとは異なり、中小規模のローカルなベニューは、

これまで学校文化と結びついて若手を育くみ、音楽

文化を発信してきた矜持のようなものが強くある

ように思われる。そうしたベニューの行末を引き続

き注視する必要を、発表を通してあらためて確認す

ることができた。 

 

C2. 軽音楽部におけるキャリア形成 

小林篤茂（合同会社Sunshine of Your Love代表） 

 

本発表は、公立高校の部活動指導員として軽音楽

部を指導している筆者の参与観察を元に、軽音楽部

がミュージシャンとしてのキャリア形成に与える

影響や、軽音楽部が果たす役割と、その機能につい

ての考察である。本発表では生徒や顧問、部活指導

員との日常会話やインフォーマルなインタビュー

から問題点を抽出した。 

軽音楽部とは高等学校における文化部の1つであ

り、生徒間で結成された複数のバンドの集合体であ

る。平均的な軽音楽部は部内で実施されるライブを

通して演奏経験を重ねていき、３年生の文化祭で引

退となる。一方、軽音楽部の強豪校では上記の活動

に加えて、各学校間で開催される合同ライブや、都

道府県の軽音楽連盟が主催する大会へ参加し、オリ

ジナル楽曲を自演する。さらに、OB・OGや指導員の

参画により、音楽理論や演奏技法についての専門的

な指導が行われている。 

参与観察では、成績が悪い生徒や、遅刻の多い生

徒に対して生活指導を行う場面が見られ、場合によ

っては部活に参加することができなくなる、といっ

た、「軽音楽部を通した生徒指導」を確認した。軽音

楽部で活動するためには、校則を守り、高校生とし

ての規律に従った生活態度が求められるのである。

これは「軽音部を正当化するために、学校教育の一

環としての位置付けが必要であるという」という宮

入（2019）の指摘に等しい。 

また「軽音楽部と音楽産業の接近」を見ることが

できた。大会はショーケース的な役割も担っており、

音楽業界の関係者が来場している。大会出場や上位

成績を収めた“実績”を持つ、強豪校の軽音楽部出

身のプロミュージシャンが近年の音楽業界で散見
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されるようになったことも事実であり、軽音楽部は

音楽業界の入口として機能している一面がある。そ

の一方で、音楽事務所やレーベルによるバンドの青

田買いが行われ、著作権や原盤権などの契約に関す

るトラブルが生じるといった弊害も見られる。すで

に生じた問題の実例を、顧問や指導者が把握し、軽

音楽部文化全体に共有するなど、対処方法を検討す

る時期にある。 

小泉（2007）が指摘するように、軽音楽部はまさ

に「セミフォーマルな空間」であり、ポピュラー音

楽や、バンドカルチャーが生徒たちの日常的な知

識として存在する反面、演奏や作曲の技能による

順序づけという学校のような評価も伴っている。

このように演奏や創作に関して学校的な評価が与

えられることは、生徒の卒業後の音楽活動にどの

ような影響を及ぼすか、引き続き調査の継続が必

要である。 

 

C3.首都圏小中規模ライブハウスにおける女性

シンガーソングライター(SSW)と男性ファンのジ

ェンダーステレオタイプ 

星川彩（大阪大学大学・院） 

 

本発表では、首都圏の小中規模ライブハウスに関

与する男性たち（ファン、ライブハウスのスタッフ、

イベンター、サポートミュージシャン）に対して発

表者が実施したインタビュー調査を軸に、女性シン

ガーソングライター(SSW)とその男性ファンをめぐ

って構築されるジェンダーステレオタイプを批判

的に検討した。本発表を通じて強調したのは、ロッ

クという音楽ジャンルとの共犯的関係を構築して

きたライブハウスが、男性優位的な構造を今日まで

補強し続けてきたこと、その男性優位性はライブハ

ウスにおける男性性（masculinity）の問題として考

察できるということである。とりわけ本発表で試み

たのは、男性優位の不平等が続いている状況を「『致

し方のないもの』だと人々（とりわけ女性）を説得

し、納得させるために『役立つ』男性についてのリ

アリティ」［平山，2024, 14］である《ヘゲモニック

な男性性（hegemonic masculinity）》概念を通じた

検討により、ライブハウスにおける男性優位性の構

築過程をより具体的に描き出すことであった。 

発表者はこれまで、研究対象とする女性シンガー

ソングライター（SSW）を「(1)自身のジェンダーア

イデンティティが女性であり、(2)自らで楽曲を制

作・演奏し、(3)一人もしくは他のミュージシャンに

依頼するかたちで音楽活動を行うアーティスト」と

して暫定的に定義づけてきたが、質疑応答では「自

身のジェンダーアイデンティティが女性であるこ

とが女性 SSWを条件づけているのではなく、女性と
、、、

してまなざされる
、、、、、、、、

ことによって彼女らは女性 SSWた

り得るのではないか」というコメントが寄せられた。

発表者にとってこの指摘は非常に重要なもので、第

二波フェミニズムでは同一性をめぐる問題が絶え

ず議論の対象となったように、本研究における「女

性」という区分は「アイデンティティに基づく連帯

の保証」をあらかじめ前提とし「『女性』というカテ

ゴリーに絶対的普遍性を与えようとする」[田

中,2012,33]ことを目的としてはならないことを今

一度痛感させられた。よって本研究は、アイデンテ

ィティ・ポリティクスをめぐる一連の批判的検討を

ふまえながら、「女性」シンガーソングライターを

「『私たちの怒りとしてつながっていく共同性が立

ち上がる、そのような可能性が開かれている」[藤

高,2017,71]場としてのアイデンティティに基づく、

包括的な概念として位置付けていきたい。 

 

C4.前コロナ禍までの現代日本のポピュラー音

楽のライヴにおける演劇性の総括 

アイスカハラ (フリーランス:ライヴカメラマ

ン) 

 

本発表では、一つのポピュラー音楽のライヴの事

例を検討することによって、コロナ禍前までの現代

日本のポピュラー音楽のライヴにおける演劇性を

総括することを目指した。また、ポピュラー音楽の

ライヴの慣習と舞台芸術の演劇の慣習との摩擦を

美術史家兼美術批評家クレア・ビショップ “Black 

Box, White Cube, Gray Zone” (2018)での議論を

念頭において「ブラック・ボックス、(アナザー・)

ブラック・ボックス、グレイ・ゾーン」として、そ

こから「芸術としてのパフォーマンス」のカテゴリ

としてパフォーマンス・アートと舞台芸術を中心に

扱ってきたパフォーマンス・スタディーズにポピュ
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ラー音楽のライヴを付け加えるものとして拡張を

検討した。 

尚、10年代の参加型アートの動向を念頭に、個別

のアーティストによる行為をキュレーションに帰

属させてしまうことの問題についても扱う予定だ

ったが、発表時間の都合で扱うことができなかった。

この点については次回以降の機会に検討したい。 

質疑では「英語圏でのポピュラー音楽での研究に

おいては演劇性は既に検討されている」という指摘

があった。だが、『クリティカルワード ポピュラー

音楽』(2023)の上岡磨奈「パフォーマンス／身体」

の項目などを参照するかぎりでも、2000 年代から

2010 年代の PS における〈関係性〉と〈敵対性〉に

ついてのニコラ・ブリオーとクレア・ビショップの

議論や、前述のジャクソンの議論を受けて、美術に

おけるパフォーマンスと舞台芸術の双方の支持基

盤について相互の文脈から読み換えを試みるシャ

ノン・ジャクソンらの議論よりも、より高度な水準

での演劇性についての検討が為されているとは想

像できず、発表者も「[ポピュラー音楽におけるパフ

ォーマンスについて]二〇二三年現在でもこの議論

はあまり進んでいないといえよう」という上岡の指

摘と同じ印象を受けた。 

ちなみに発表者が本発表にて評価されるべきと

して提起したのは、グルパリ(現 zzpeaker)がコロ

ナ禍前の現代日本のポピュラー音楽における演劇

性について、10年代の参加型アートの動向とも接続

可能なものとして、あくまでキュレーションの水準

で示したことについてであるが、質問者による英語

圏のポピュラー音楽研究のアカデミアでの演劇性

の議論の参照を促す指摘自体に若干の齟齬がある

と思われ、具体的に英語圏のどの論者のどのような

議論が先述の PS でのビショップらの議論に先行し

て検討されるべきであるのかを指摘していただき

たかった。 

また、同じ質問者から「ライヴによって生計を立

てていないミュージシャンのライヴの事例から総

括を検討することは適当か」という趣旨の指摘もあ

ったが、先述の『クリティカルワード』の永冨真莉

＋忠聡太＋日高良祐「ポピュラー」の項目を参照す

れば、西洋の芸術音楽としての「クラシック」にも、

各地域で伝承される芸能としての「民族音楽」にも

該当しない音楽としてのポピュラー音楽であり、ポ

ピュラー音楽研究の対象となりうるとされる「実験

的な即興演奏」とコンテクストの外の演劇との接触

領域としてのパフォーマンスとして想定される。

(加えて、グルパリはストリートを含むライヴによ

って生計を立てており、小島ふかせの旧活動名はラ

イヴにかぎらず「自らの活動によって生計を立てな

いこと」を念頭に置いている) 

今日のポピュラー音楽を取り巻く環境・状況から、

先述の『クリティカルワード』での大和田俊之「コ

マーシャリズム／キャピタリズム」の項目での「商

品としての流通を前提としている音楽としてのポ

ピュラー音楽」という定義に対してのポスト・ポピ

ュラー音楽的状況についての検討がなされるべき

かとも思われる。(「商品としての流通を前提として

いる音楽」の影響を受けて制作された、必ずしも商

品としての流通を前提としていない音楽のことを

何と呼ぶのか？) 

発表内容以前のプレゼンテーションについても

含め圧倒的に準備不足であり、用意していた映像資

料をほとんど紹介できなかったことも本当に残念

であり、今後の改善点としたい。 

 

 

第 36 回大会報告 

個人研究発表 Aブロック（2） 

 

 

A5. アンチ J-POPとしての〈邦楽ロック〉 

━━1985 年以降の日本おけるオルタナティヴな

メディアによる音楽ジャンルの形成 

菊池虎太郎（大阪大学・院） 

 

本発表では、1985 年以降の日本のポピュラー音楽

雑誌について、当時若者音楽のメインストリームと

して急速に全面化した J-POP を取り巻く諸言説や、

各都市で独立的に運営されていたインディーズ・レ

ーベル、急速にチェーン展開が進んでいた大型 CD小

売店といった、諸要素の連関の中でその動向を捉え、

総合的な分析を試みた結果について述べた。 

その分析を通じて、1985 年ごろを一つのターニン

グポイントとして大きな変革期を迎えていた日本
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のポピュラー音楽産業において、これまでの日本の

ロックとはその性格を異とする〈邦楽ロック〉がオ

ルタナティヴなメディアによって形成された過程

を明らかにすることが、本発表の主題であった。 

研究の方法としては、現代において日本国内で活

動するロックバンドを示す名称としてごく一般的

に用いられている「邦ロック」「邦楽ロック」がいち

音楽ジャンルとして形成された過程について、ロッ

ク音楽専門雑誌を中心とした活字メディアに注目

した。 

その結果、1985 年以降のバンドブームと J-POPの

全面化、大型 CD 小売店の全国展開といった複合的

な要因によってバブル化し空前の好景気を記録し

た音楽産業の状況ばかりが先行研究では注目され

る中で、むしろその期間に洋楽の売り上げが現在に

至るまで長期的に低迷し、これまで「進んだ洋楽/遅

れた邦楽」というイデオロギーに基づいた価値判断

を実施してきた既存のロック・ジャーナリズムの権

威がリアリティを失ったことが明らかとなった。 

そのような状況下で『ロッキング・オン・ジャパ

ン』及びそれに追随した新興雑誌メディアらは、バ

ンドブームを経て大衆化したロックとは異なる価

値基準を駆動させるために、当時全国的なムーヴメ

ントに発達しながらもミュージシャンとリスナー

の双方で洗練された文化としての真正さが承認さ

れた「渋谷系」と呼ばれる音楽ジャンルに注目し、

独自のシーンを開拓していった。 

それ以降、1990 年代末をピークに 100万枚を超え

るセールスが常態化する CD バブルの状況が全面化

する中で、『ロッキング・オン・ジャパン』らは、同

時期のメインストリームのポピュラー音楽が取り

入れてこなかったルーツを表明するミュージシャ

ンを積極的に注目し、その影響下にあるミュージシ

ャン群とともに〈邦楽ロック〉というジャンルが形

成されていった。 

本発表に対する質疑では、メディア史としてやや

単線的なまとめかたになってしまっているという

指摘があったほか、『ロッキング・オン・ジャパン』

に追随した新興雑誌メディアにはロッキング・オン

社を退社した編集者が多く関わっており、その点に

注目することの可能性についても指摘があった。 

また、発表時間の都合上応答することが叶わなか

ったが、「邦楽ロック」と「邦ロック」の用法の差異

に関する質問もあった。この点については詳細な調

査が済んでいないため仮説にはなるが、「邦楽ロッ

ク」が「邦ロック」と縮めて呼称されるようになっ

たのは2000年代後半以降であり、その黎明期——1990

年代末に「邦楽ロック」と呼称されたとき、それは

「J-POPではないホンモノ」の、「日本独自の」ロッ

ク音楽であるという承認を得るための名称であっ

た一方で、2000 年代後半以降の「邦ロック」はメイ

ンストリーム化しJ-POPと高度に一体化した音楽文

化として成長したため、その名称は単なる記号とし

て存在しているのだと考えられる。 

本発表を通して、戦後日本のポピュラー音楽文化

に強固に内在した「進んだ洋楽/遅れた邦楽」を前提

とした構造と、非西洋圏のポピュラー音楽文化にお

ける自律性の探求の可能性について明らかになっ

た。セッション内およびセッション以外の時間に質

疑をしてくださった諸氏に深い謝辞を表し、本報告

の結びに替えたい。 

 

A6.「27 クラブ」と逸脱 ―—ロック音楽文化の

指向性を通じて 

大村隆景 (武蔵大学・院) 

 

本発表では、ポピュラー音楽文化空間における

「27クラブ」言説の構築過程と、そこに内在する

信念体系の形成について考察した。「27クラブ」

とは、27歳で夭折した著名なミュージシャンたち

を指す通称であり、彼らの死が偶然にも同じ年齢

であったことから、一種の神話的な語彙としてロ

ック音楽の〈場〉に定着している。 

従来の研究は、クラブに属するとされるアーテ

ィストたちの個人史や病理的背景に注目し、その

神話化されたイメージを人間的に再解釈する方向

で展開されてきた。他方、それらの研究ではなぜ

「27クラブ」に対して“憧れ”の感情が生まれる

のかという問いへの根源的な応答はなされておら

ず、本発表ではその“憧れ”がどのような文化的

構造の中で生起しているのかを、先行事例を批判

的かつ発展的に受け取りつつ、明らかにすること

を試みた。 

方法として、彼らの“非常識”的諸行為に着目



 

 18 

し、ベッカーの逸脱と相互作用論、ブルデューの

文化社会学理論および南田勝也のロック音楽の

〈場〉の概念を用いて分析を行った。その結果、

「27クラブ」は〈アウトサイド〉的行為を反復的

に行うことで普遍的価値からの逸脱を固着化し、

それらが“憧れ”を想起させる信念体系としてロ

ック〈場〉に根ざす過程を示す、一種の象徴的事

例であることを示した。 

質疑では、こういった言説(“27クラブ”)が主

にアーティスト側に共有されたものであることを

指摘し、社会学の視点としてその所在をロック

〈場〉の(聴取者を含む)参与者全体へ対象化して

よいのか、との質問があがった。 

確かに発表内で述べた27クラブ言説は(タイト

ル、歌詞などでそれを捩った)楽曲作品やそのディ

スコグラフィー、ロック・アーティストをインタ

ビュイーとした発言等が中心となっており、先行

事例として挙げたジーン・シモンズもそうである

(KISS)ため、〈場〉特有の信念体系と説明するに

はその対象の説明がいささか不十分であった。 

他方、「27クラブ特集」として当該言説のロック・

アーティストを中心としたテレビ番組の放送、オー

ストラリアでの「27club show」フェスの盛況、

Netflixの『27 Gone Too Soon』の公開等、それが

ミームであれレガシーであれ、“27クラブ”がロッ

ク〈場〉の音楽実践者のみに継承されているわけで

はないこともまた事実である。本発表前、バンド T-

shirt を取り揃えるブティックへのインタビューを

通し、“27クラブ”をモチーフとする商品を購入す

るのはどのような人なのか、その調査のアポイント

までこぎつけたところで諸般の理由により頓挫し

てしまったことが心残りである。本内容はこういっ

た言説の対象と方向などを含め、今後も丁寧に検証

していく必要があるだろう。 

 

A7. MiniDisc によるデジタル・エアチェック―

―FM 情報誌末期におけるフォーマットの作用― 

日高良祐（京都女子大学） 

 

本発表では、1990 年代における「MiniDisc（MD）」

を用いたデジタル・エアチェック、すなわち CS-PCM

放送を MDに録音する実践に注目し、それが FM 情報

誌でどのように位置づけられたかを考察した。従来

のエアチェック文化は、アナログ FM 放送をカセッ

トテープに録音する行為として先行研究でも論じ

られてきたが、本報告はデジタル録音メディアとデ

ジタル放送の連携による新たな実践として、1992 年

から 2001 年までの FM 情報誌における「MD エアチェ

ック」に着目した。 

理論的枠組みとして、ジョナサン・スターンとア

クセル・フォルマーが提示したフォーマット理論の

観点を用い、メディア技術が規定する形式や制度、

相互運用性に注目した。MDの録音可能時間（74分）、

編集機能、サンプリング周波数（44.1kHz）などのフ

ォーマットとしての特性が、CS-PCM 放送（48kHz）

と連携しうるよう技術的に調整され、デジタル録音

実践を可能にした過程に着目した。 

1990 年代、FM 情報誌はカセット文化の衰退とと

もに情報誌としての方向性を模索し、DATや DCCと

ともに MDを「ポスト・カセット」メディアとして推

進した。特に『FM fan』では「MD活用マガジン」と

銘打つほど、編集機能を活用した「オリジナルソフ

ト」制作の実践が推奨され、CS-PCM放送と連携した

「録音推奨番組」も特集された。中でも、MDの録音

時間に合わせて構成された 74 分番組は、放送と録

音メディアのフォーマットが同期する象徴的事例

として考えることができる。 

しかし結果的に、CS放送は一般普及せず、エアチ

ェックも「ダサい趣味」と見なされるようになり、

MDの主用途はCDからのデジタルコピーに限定され、

やがて両者とも廃れていった。本研究は、こうした

フォーマットの特性によって構築される「連携」の

事例を論じることにより、インターネット接続環境

が一般化した今日的観点において、さまざまな「デ

ジタル化」への想像力について考察しうることを主

張した。 

質疑応答では、細かい技術的な事例紹介が多かっ

たこともあって事実確認に関するものや、FM 情報誌

の位置づけの変化に関するものなど、具体的な議論

をすることができた。またセッション終了後の会話

等では、1990 年代のデジタル放送に関連する情報提

供や、雑誌資料自体の提供オファーも受けることが

できた。得られた情報や知見をもとに今後も研究を

進めていく予定である。 
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B5.同期演奏における音楽実践と楽器の変化─

─1980 年代半ばから 1990 年代半ばまで 

吉村汐七（大阪大学・院） 

 

本発表は、1980 年代半ばから 1990 年代半ばまで

の、日本のポピュラー音楽における同期演奏の変化

を音楽実践と楽器の二つの側面から見た。具体的に

は TM Network（以下、TMとする）、access、電気グ

ルーヴを取り上げ、彼らの音楽実践と使用していた

楽器を比較した。 

1982 年に登場した MIDI は、異なるメーカーの電

子楽器やパソコンを接続し、さまざまな演奏情報を

相互に伝達できるようにしただけでなく、プロ・ア

マチュア問わずあった、機械的なリズムを用いた音

楽を作りたい、真似したいという欲望をより簡単に

実現できるツールでもあった。そして、1983 年には

MIDI対応の FM音源のデジタル・シンセサイザーDX7

（YAMAHA）が発売された。DX7は、MIDI を用いた同

期演奏システムの普及を後押しし、音楽制作におけ

るシンセサイザーの「音作り」の重要性に目を向け

させたエポックメイキングな楽器だった。 

DX7 をはじめ、ドラミュレーターや複数のシンセ

サイザーを使用した音楽実践をしていたのが 1984

年にデビューした TM である。当時、こうした楽器

や機材を使った楽曲は無機的なものだと思われが

ちだったが、TMの楽曲は全く対照的なポップなサウ

ンドだった。従来のポップミュージックに同期演奏

を組み合わせた TM の音楽実践は、新しいテクノロ

ジーをより慣習的なポップ音楽の語法に基づいた

パフォーマンスと言える。 

また、1992 年にデビューした access は、打ち込

みを中心とした音楽実践を行なっていた。彼らは、

1987 年に発売されたシーケンサーQX3（YAMAHA）を

使っており、access のメンバーで、シンセサイザー

の開発に携わるエンジニアでもあった浅倉大介は、

ステップ入力を使ってプログラミングしていた。 

一方、1991 年にメジャーデビューを果たした電気

グルーヴは、access と同様に打ち込みを中心とした

音楽実践を行なっていたが、彼らはアマチュア文化

に根ざした同期演奏を用いるプロのミュージシャ

ンという点で異なっていた。また、ハードウェアシ

ーケンサーが主流だった中、彼らは早くから DAW

（Cubase）を使用した音楽実践に取り組んでいた。

さらに、YAMAHA と強い結びつきを持っていた TMや

access と違い、電気グルーヴは特定の楽器メーカー

とのつながりもなかった点も重要である。 

日本の楽器産業と共に発展してきた同期演奏は、

テクノロジーの発展に伴い一部のプロだけのもの

ではなくなった。特に、1980 年代半ばから 1990 年

代半ばという時期は、打ち込みを中心とする同期演

奏が盛んになっていく中で、ハードウェアシーケン

サーだけでなく、ソフトウェアシーケンサーも実践

の中で取り入れられつつある過渡的な時期である

ことを指摘した。 

質疑応答では、今日の同期演奏における「作り手

側のテクノロジーの変化」と「身体と音楽の関係性

の変化」や、1980 年代に MIDI の性能変化に関する

質問があった。また、同期演奏におけるシーケンサ

ーの実践に関するご指摘もいただいた。今回いただ

いた貴重な意見を参考に、今後の研究をさらに深め

ていきたい。 

 

B6.レコーディング／ライブにおけるセッショ

ン・ギタリストの楽譜——その記譜法と機能 

岡田正樹（駒澤大学） 

 

本発表では、セッション・ギタリストが用いる楽

譜を対象に、レコーディングやライブといった局面

における楽譜の機能を検討した。（サイモン・フリス

のいうエンターテイナー的な）ポピュラー音楽のミ

ュージシャンは楽譜の読み書き能力をさほど問わ

れることがない一方で、セッション・ミュージシャ

ンの仕事において楽譜（特に五線記譜法）のリテラ

シーは必須の能力と認識されている。本発表は、こ

うした状況もふまえ、ポピュラー音楽と楽譜の関係

を考察（再考）することを目的としてなされた研究

の一つという位置づけである。今回はひとまずギタ

リストの楽譜に話題を限定し、ギタリストへの聞き
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取りの結果も用いながら発表を実施した。 

発表者は民族音楽学者・作曲家のチャールズ・シ

ーガーが提示した区分「規範的楽譜／記述的楽譜」

を出発点として、セッション・ギタリストの楽譜が

持つ規範性に着目した。また西洋芸術音楽の事情を

前提とする沼野雄司の図形楽譜論を参照しながら、

ポピュラー音楽の記譜法研究をどのように進める

べきなのかといった点にも言及して議論を進めた。

例えば録音を記譜法研究と関連付けることの重要

性を指摘した。そのうえで、ギタリストが実際に用

いた譜面を事例としながら、五線記譜法にもとづい

て記譜されたその譜面が、どの程度／どのような規

範性を持つのかを確認した。発表者は、規範的な五

線譜の形式をとる西洋芸術音楽の楽譜――「いつで

もどこでも性」を持つ（岡田暁生）――とも比較し

つつ、セッション・ギタリストの譜面を、レコーデ

ィングやライブの生産過程において、「いまここ」で

の規範性を発揮し、目下の作業をスムースに進める

ことに寄与する、つかの間のエフェメラルな規範譜

であると位置付けた。 

最後に、他の楽器についての研究や、セッション

時の楽譜の用いられ方の歴史（特にレコーディン

グ・テクノロジーとの関係）といった点が今後の課

題であるとして締めくくった。なお、発表時には言

及できなかったが、今回の発表は、楽譜が持つ規範

性の度合いや規範性を発揮する局面に目を向ける

ことによって、シーガーの区分を、実際の楽譜に即

して再考することにもつながると考えている。 

質疑応答ではいくつかの指摘や質問をいただい

た。例えば、ジャズの譜面はどう位置づけられるか

といったコメントや、ミュージシャン同士の相互作

用に注目するべきではないかといった指摘を受け

た。これは、ひとまず既存の記譜法研究との接続（相

対化）を目指した本研究の、今後の課題である。ま

た、セッション・ミュージシャンの楽譜がエフェメ

ラルなものであるという発表者の主張に対して、通

常はライブ用の楽譜は残しておくのではないか、別

の仕事でも使用するのではないかというコメント

があった。筆者は、文字通りの意味で捨ててしまう

という意味で用いたわけではなかったが、エフェメ

ラルといった言い方は再考すべきかもしれない。他

にも、セッション・ミュージシャンの主体性・創造

性を示すことにはなっておらず、楽譜に規定されて

いるという議論に思えるという指摘もあった。発表

者の関心は、むしろ楽譜が諸実践にいかに介入し、

機能しているかという点にあるが、その点をより明

確化すべきであると考えた。 

 

B7. 音 MAD の記号論的分析——楽音の二重分節性

と作品の超テクスト性 

荒井柚月(筑波大学) 

 

本発表では、音 MADと呼ばれるウェブ上の音楽実

践について、その音楽的ジャンルの改訂的（分析的）

定義を与えることを試みた。その定義とは、以下の

ようなものである。 

 

音楽作品 X が音 MADである ⇔  

(1) X に含まれる単音がなにかを直／共示し、かつ 

(2) X の音楽的統辞構造が超テクスト的であり、か

つ 

(3) 範列的な中心的主題が存在し、かつ 

(4) 歌詞上の超テクスト性を持たない 

 

この音 MADの改訂的定義は、音 MADの本質を捉え

ながら、サンプリング音楽・具体音楽・音色音楽(シ

ェーンベルク)・YTPMV・AMV・カバー曲といった隣接

する音楽形式や、西洋古典音楽などの音楽形式との

差異を明瞭にすることを志向している。 

聴講者から本発表に対して挙げられた指摘は、以

下の 2点である。まず、音 MADはそれほど安定した

ジャンルではなく、このジャンルに対して分析的定

義を与えることは学術的価値に劣るという指摘で

ある（①）。音 MADという語の使われ方は、社会的・

文化的に安定した西洋古典音楽などの正統的な音

楽ジャンルのそれに比べて脆弱であり、現時点でジ

ャンルの必要十分条件を定義することは、価値に乏

しいと考えられる。次に、音 MADは音楽だけではな

く動画や静画といったマルチメディアを付帯する

ジャンルであり、素材の表象的側面から分析を行っ

た方がよいのではないか、という指摘である（②）。 

これらの指摘に対しては、次のような応答が考え

られる。まず、① の指摘について。本発表の目的は、

現状の「音 MAD」という語の使われ方の分析を目指
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したものではないということができる。芸術の定義

論争 (Danto, 1964) に見られるように、ある美的

概念の分析的定義を定めることは大変困難である。

本発表の定義は、概念工学的 (Chalmers, 2020) 、

改訂的 (Strawson, 1959) な定義に属するものであ

り、実際の巷間における使い方の無欠の記述的定義

を志向したものではない。この定義の内包から逃れ

る使用事例が存在したとしても、それは規範的な意

味において非中心的な用法である。本発表における

改訂的定義は、音 MADというジャンルの他ジャンル

との差異を強調し、その特性を顕示することを最大

の関心事としている。またもしかすれば、音 MADの

定義における文脈主義（contextualism）や音響主義

（sonicism）といった立場が現れ、本定義の脆弱な

側面が明らかになるかもしれない。しかしいずれに

せよ、それは今後の研究課題に属する事項である。

また音 MADの短命性については、分析対象の経時的

な変化によって論の価値が失われることも確かに

あるだろう。しかし本発表で示したように、音 MAD

は既存の英米圏や仏系の音楽美学的理論では拾い

きれない価値を有しているのであり、この価値を理

論化し後代に残していくことは、分析対象の変遷と

は独立に価値を有することであると私は考える。 

② の指摘について。指摘の通り、ミュージック・

ビデオ論や表象文化論といった分野における理論

を用いながら、本発表では拾いきれなかった音 MAD

の側面について明らかにしていく必要があるだろ

う。特にミュージック・ビデオ論について、音 MAD

や YTPMVのように画面上に複数の素材が幾何的に併

置されるような音楽動画に関する分析を私見では

知らない。音 MADに対する映像記号論的・美学的考

察を進めることは、ミュージック・ビデオ論に対す

る寄与も大きいと考えられる。 

 

 

第 36 回大会報告 

個人研究発表 Cブロック（2） 

 

C5.ポピュラー音楽遺産研究の批判的検討——英

語圏における議論の整理と日本への応用可能性 

北島拓（大阪大学大学・院） 

 

本発表は、近年発展しつつあるポピュラー音楽遺

産研究について、英語圏を中心とする学術的な動向

を整理し、日本で議論を展開する際の留意点も簡潔

に提示することを目的とした。発表では、ポピュラ

ー音楽及び文化遺産をめぐる社会的位置づけの変

化が、ポピュラー音楽遺産の議論を生み出し、理論

化を推し進めていることを明らかにした一方、非西

洋社会の日本において、既存の議論をより広い視点

から捉え直すことの必要性を指摘した。 

ポピュラー音楽をテーマにした懐古的な音楽誌

の発刊や名盤の再発、ミュージアムでの展示といっ

た例は、産業的・制度的に多様な媒体を通じて、選

択的な過去の音楽に対し、文化的な価値を認める試

みとして理解することができる。このような実践を

包括的に捉えるための新たな視座として、ポピュラ

ー音楽遺産の考えは登場した。この背景に、20世紀

後半以降の2つの社会的変化の影響を挙げることが

できる。1 つは、文化遺産概念の変容とそれに伴う

遺産の対象の拡大であり、「権威づけられた遺産言

説 (AHD)」を通じて遺産言説の権威性も問い直され

た。もう 1つは、ポピュラー音楽に対する認識の変

化であり、文化における高尚／低俗の区分の融解や

ベビーブーム世代の高齢化は、ロック等の音楽ジャ

ンルの文化的な地位の上昇をもたらした。 

2000 年代後半になると、このポピュラー音楽遺産

に対する学術研究が本格化し、理論化も進められて

いく。発表では、影響力のある議論を中心に言及し

つつ、この領域の主要論点を示した。はじめに Andy 

Bennett (2009) がロック遺産に関する議論を展開

し、そこでの DIY実践の重要性が強調されると、続

けて Les Roberts・Sara Cohen (2014) 等で AHDの

観点を援用した議論が示され、ポピュラー音楽遺産

に付随する権威性の問題に関心が向けられた。その

上で、都市・観光論が関連した近年の議論として、

文化的正義の追求にポピュラー音楽遺産が関与し

た都市の事例研究を紹介した。最後に、この研究を

日本で展開する上での課題として、「音楽」や「遺産」

の西洋的な性質に対する批判的な議論を顧慮する

必要があることを述べ、音楽と遺産の相互関係を理

解するため、ポピュラー音楽遺産研究を広範な文脈

で扱うことを提案した。 

質疑応答では、遺産化することのメリット／デメ
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リットへの質問や、ポピュラー音楽遺産と他の遺産

で予算の争奪が生じることへの懸念が示された。前

者については、遺産化によりポジティブな価値づけ

を付与することができる一方、遺産が選択的な性質

である以上は常に妥当性が問われる点を指摘し、後

者に関しては、ポピュラー音楽遺産における DIY実

践の可能性に言及した。また、更なる意見として、

英語圏のポピュラー音楽研究におけるロック以降

の音楽への偏りが指摘され、米国のジャズや日本の

民謡等へも視野を広げることで、研究に歴史的な幅

を持たせることが可能であるとの助言を受けた。 

 

C6. ⾳楽アーティストのコミュニティ観と SNS

の関係性 —— SCATを⽤いた当事者インタビューの

質的分析から 

宮島亮（東京藝術大学・院） 

 

本発表は、21世紀初頭のデジタル変革による影響

から、大きな意識変化や対応が求められてきた音楽

アーティストが、現在どのように活動に向かってい

るのかという点に注目したものである。従って、研

究対象は現役のアーティスト当事者となる。彼らが

活動するうえで人や地域といった他者とのつなが

りや距離感をどのように意識し、所属感覚を抱いて

いるか。また他者とのコミュニケーションについて、

とりわけ SNS の影響をどのように把捉し、ゆえに活

動実践に表出されているか。これらの問いについて

質的調査を行い、明らかにすることを本発表では試

みている。 

本題に関連する先行研究は3つの観点に沿って議

論を整理した。第一にアーティストと地域の関係に

纏わる研究から、特に 2000 年代以降はデジタルツ

ールやSNSによって地域での活動が容易となってい

る可能性が窺えた。第二に、アーティストとはその

有名性を保持するためにメディアを通してファン

の期待や欲望に応える存在であることがセレブリ

ティ・スタディーズを中心に議論されてきたことに

注目した。最後に、コミュニティ関連の研究につい

て、コミュニティとは「帰属」の意識であり、近代

化以降はあり方が多様化してきたこと、またコミュ

ニティの基礎として社会関係資本が機能する側面

があることが論じられた。以上の先行研究の議論を

参照しつつ、アーティストが活動するうえで抱くコ

ミュニティ観と SNS との関係を検討した。 

本発表では、現役アーティスト 4名への半構造化

インタビュー調査と SCAT を用いた分析を行った結

果をもとに、以下の点について議論した。第一に、

アーティストが活動するうえで何が最も優位に置

かれているのか。分析結果から導出されたのは、ア

ーティストが最も意識しているのは自身の所属コ

ミュニティであるということだ。そのコミュニティ

とは無作為で不特定多数のマス的な大衆ではなく、

近接的で親密な仲間志向の強いコミュニティであ

る。コミュニティ観はアイデンティティ構築に伴い

規定されるため、アーティストがアイデンティティ

の構成要素として人や地域を捉えることで主体性

や所属意識が獲得され、コミュニティ観の形成に寄

与する。 

第二に、このコミュニティ観と SNS の関係につい

てである。インタビューで語られたのは、アーティ

ストがファンとのコミュニケーション手段として、

SNS を採用し実践していく過程や実態である。分析

結果から、アーティストのコミュニティ観は現在の

トレンドメディアであるSNSに強く影響されながら、

ファンとのコミュニケーションを通して醸成され

ていることが示唆された。 

本発表は、現役アーティスト当事者の意識や実践

に焦点を当てる必要性を示すとともに、SNS が一般

化した現在であるからこそ得られる新たな知見を

提示することに意義があると考えられる。発表後の

質疑応答では、本調査における対象範囲の設定につ

いての質問がいくつかあった。まず地域をどういっ

た規模（例えば県なのか市なのか？）で捉えるべき

かという質問に対し、アーティスト自身の認識や語

りに依拠して分析をしているため、あえて統一して

いないと回答した。また SNS 以前と以後の比較が必

要ではないかという指摘があったが、本調査では

SNS 以前の実態については対象範囲外であり、今後

の課題として検討することとした。 

 

C7. 新聞記事の分析を通じた「音楽のまち」の姿の
検証 
肥後楽（大阪大学） 
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日本には現在「音楽のまち」を名乗り、地域の資

源を活用しながら、音楽に関する何らかの活動を通

じてまちづくりに取り組む地方自治体・地域が多数

存在している。しかし「音楽のまち」を名乗るため

の明確な条件や手続き等は存在しないため、各地方

自治体が「音楽のまち」を名乗る理由や根拠、具体

的活動は多岐に渡る。そのため「音楽のまちづくり」

として実際に行われている活動の内容や、活動を受

容する市民が「音楽のまち」についてどのように考

えているのか等、活動の実態と活動が及ぼす影響に

ついて具体的に捉えることが難しい。 

そこで本発表では、新聞記事を資料としながら、

日本における「音楽のまち」の実態および「音楽の

まち」に関する活動がもたらす諸影響について検証

した。 

今回の発表にあたって、発表者は三大紙のオンラ

インデータベースから、独自に設定した「音楽のま

ち」に関連する語群（音楽のまち・音楽の街・音楽

の町・楽都・音楽の都・音楽都市）が記事タイトル

もしくは本文に含まれる新聞記事を抽出した。その

後、すべての記事を通読し、どの市町村を扱った記

事か、タグを付与して判別できる状態にした。なお、

海外の都市を扱った記事については分析の対象外

として除外した。この作業を経て今回分析の対象と

した記事は 1638 本となった。また、頻出都市は順

に浜松市、川崎市、金沢市、郡山市となった。 

発表では「音楽のまち」推進の背景として、①都

市に付随するイメージの転換を意図したケース、②

著名人による活動がきっかけとなったケース、③地

元団体による活動が表彰等を通じて注目されたこ

とがきっかけとなったケース、という 3つの典型的

なパターンがみられるのではないかという仮説を

提示した。 

さらに、「音楽のまち」に向けた活動を推進する中

で生じる理想と現実のギャップについて、行政と市

民との間での目指す姿に対するズレ、予算配分、稼

働率と使用者間での競争、老朽化に伴う建て替えに

関する意見の食い違い等音楽ホールをめぐる諸問

題、路上演奏をめぐる諸課題など、記事から抽出さ

れた具体的な事例を示した。 

以上のような発表に対し、質疑では「クラシック

音楽に関する記事が多いように見受けられるが、他

のジャンルの音楽に関する報道があったのか」とい

う問いかけがあった。これに関しては、「オーケスト

ラ」「吹奏楽」「合唱」「ジャズ」「ロック」「ポップス」

など、記事中に含まれる演奏形態や音楽のジャンル

に関する語句を手がかりに何らかの傾向が見られ

ないか分析途中であり、今後の課題としたい。また、

「分析対象となった新聞記事が、紙面のどこに掲載

されていたのかということが「音楽のまち」報道が

どのようになされてきたのか整理する際のヒント

になり得るのではないか」という指摘をいただいた。

その他、発表会場や懇親会の場で、また後日メール

等を通じて多くのご指摘をいただいた。発表を聴講

いただいた方、ご指摘をいただいた方にこの場を借

りて御礼申し上げたい。 
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◆information◆ 

 

 

事務局より 
 

 

1．登録情報に変更が生じた場合について 

所属・住所・メールアドレスなどの登録情報に変更が生

じた場合、できるだけ早く会員マイページの SMOOSY

（https://jaspm.smoosy.atlas.jp/mypage/login/）にロ

グインし、ご自身で修正作業を行ってください。変更がな

い場合、学会誌や郵便物、メールニュース、例会のお知ら

せがお手元に届かないなどの不利益が生じるおそれがご

ざいます。修正項目の入力の際には、入力内容にお間違え

がないようご注意ください。 

 

2．退会の届け出について 

 本会の退会を希望される場合、速やかに学会事務局

（jaspm.jimukyoku@gmail.com）までお知らせください。 

 

3．会費請求と学会誌について 

2025 年度（2025 年 1月〜12 月）分の会費請求は SMOOSY

上で行なっております（個別に郵便で請求書をお送りす

ることはしておりません）。 

https://jaspm.smoosy.atlas.jp/mypage/login/ 

 上記よりログインし、支払い先と請求金額（ゆうちょ口

座への支払いのみとなっております）をご確認の上、支払

期限の 7 月末までに会費支払いの手続きをお願いいたし

ます。また、請求書も上記 SMOOSYよりダウンロードでき

ます。公費での支払いの際にお使いください。 

2025 年 4 月に、学会誌 Vol.28 (2024)を会員の皆様の

お手元にお届けしました。なお、学会誌は前年（2024 年）

度の会費納入者にお送りしています。会費納入をしたに

もかかわらず、学会誌が届かない場合には、入れ違いや何

らかの手違いが発生している可能性がございますので、

お手数ですが事務局（jaspm.jimukyoku@gmail.com）まで

ご一報ください。 

 

4. ニューズレターについて 

 本紙のバックナンバーについては JASPM ウェブサイト

のニューズレターのページに掲載されています。 

（URL：https://www.jaspm.jp/?page_id=213）。 
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